
 

ペトライティス、ﾍﾟﾄﾗｽﾙｶｽ 

Address: Ciurlionio g. 8-2B, Vilnius, 12345, Lithuania   
Tel: +370 (5) 123 4567 

配偶者が外国籍の

場合、本婚姻届に

よって姓は変わり

ませんので、こち

らにチェックをし

ないで下さい。姓

を変更したい場合

は、氏の変更届を

提出して下さい。 

日本人について

は、「昭和、平

成」などの元号

で、外国人につ

いては西暦で記

入します。 

修正液や修正テープは使えません。 

記入要領が不明の場合には、空欄のまま、窓口にてご相談ください。 

 

本籍地は「2－

2」などとハイ

フン（－）で略

さずに、戸籍の

とおり正確に記

入して下さい。 

在リトアニア日本国 

現住所（郵送用）をアルファベットで記入して下さい

（「住所」欄に日本語で記入した届出人住所と内容が

一致するように記入）。 

婚姻証明書の

発行機関名を

同和訳文に記

したとおりに

記入してくだ

さい。 

 がいむ   はなこ  

ミドルネームがあ

る場合、ファース

トネームとミドル

ネームの間に

「・」や「，」等

を記入しないで下

さい。 

現住所を日本語で

国名から番地まで

記入して下さい。

郵便番号は記入し

ないで下さい。 

外務 

外国人の氏名表記

は、ラストネーム

（姓）とファース

トネーム（名）の

間に「、」を記

入。 

花子 

昭和 60 3   24  

同左 

同左 

ﾘﾄｱﾆｱ共和国ﾋﾞﾘﾆｭｽ郡ﾋﾞﾘﾆｭｽ市 

ﾁｭﾙﾘｮｰﾆｮ通り 8    2B  

ペトライティス ペトラスルカス 

1983  1  2  

リトアニア共和国 
東京都千代田区霞ヶ関 

2 丁目 2 

外務 一郎 

外務 一郎 

〃  梅子 二 

ﾍﾟﾄﾗｲﾃｨｽ、ﾖｰﾅｽ 

ﾍﾟﾄﾗｲﾃｨｴﾈ、ｵﾅ 長 

リトアニア共和国 ビリニュス市 

  市民登録課 

 

外務 花子 

平成 30   10 

東京都千代田区霞ヶ関 2 丁目 2 

戸籍のとおりの氏名を日本語で書いてください。 

押印は任意 


